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　マイナ保険証

マイナ保険証ならではのメリット

医療機関等の受診は医療機関等の受診は
マイナ保険証マイナ保険証を基本とを基本と
する仕組みへ移行しましたする仕組みへ移行しました

令和6年12月2日をもって、従来の組合員証等の交付が終了しました。

　マイナ保険証の利用登録をしていない方から、令和6年12月2日以降に新規資格取得、被扶養者認定や組
合員証等の紛失等の申告があった際は、組合員証等に代わり「資格確認書」を送付しています。
　また、マイナ保険証の利用登録をしていない方には、組合員証等の有効期限が切れる前に「資格確認書」を
申請によらずお届けする予定ですが、詳細については決まり次第、当組合ホームページ等でお知らせします。
　医療機関を受診する際は、マイナ保険証、組合員証等または資格確認書のいずれかを提示することで、これ
までどおりの受診が可能です。

○○ データに基づくより良い医療が受けられるデータに基づくより良い医療が受けられる
○○ 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
○○ マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできるマイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
○○ 医療現場で働く人の負担を軽減できる医療現場で働く人の負担を軽減できる

詳しくは厚生労働省ホームページを参照してください。

　組合員証等 マイナ保険証に切替

※マイナ保険証の利用登録が済んでいない方は資格確認書での受診となります。

マイナ保険証
への切替を
お願いします

医療健康課（資格係）　TEL 029-301-1413お 問 い 合 わ せ 先

お手元の組合員証等は、組合員または被扶養者の資格を有している場合、原則令和7年12月1日まで有効です。
なお、任意継続組合員証等については、記載されている期限まで有効です。

　任意継続組合員証等 マイナ保険証に切替

有効期限到来 R7.12.2到来
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▲資格確認書（見本）


